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社外役員の独立性に関する基準 

 

当社は、当社における社外取締役又は社外監査役（以下、総称して「社外役員」という。）のうち、

当社の一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を独立役員として認定する目的で、「社外役員の独

立性に関する基準」を制定するものである。 

また、本基準に該当した社外役員の中から 2名を取締役会で選任し、本人の同意を得て、東京証券取

引所宛に独立役員として登録する。 

 

1. 当社取締役会は、以下のいずれかに該当する社外役員については、独立役員と認定しない。 

（1） 当社及び当社の関係会社（以下、「当社グループ」という。）の業務執行者 

（2） 就任前 10 年間のいずれかの時期において、当社グループの業務執行者 

（3） 当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者 

（4） 当社グループの主要な取引先又はその業務執行者 

（5） 当社グループの会計監査人（当該会計監査人が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に

所属する者をいう。） 

（6） 当社の大株主（総議決権の 10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業

務執行者 

（7） 当社グループが大口出資者（総議決権の 10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）

となっている者の業務執行者 

（8） 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専

門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に

所属する者をいう。） 

（9） 当社グループから多額の寄付を受けている者又はその業務執行者 

（10） 当社グループの業務執行者が現在又は過去 3 年以内に他の会社において社外役員に就いている

又は就いていた場合における当該他の会社の業務執行者 

（11） 過去 3年間において、上記の（3）から（10）までに該当していた者 

（12） 上記の（1）から（11）までに該当する者の近親者 

 

2. 上記 1 に定める要件のほか、独立した社外役員としての職務を果たせない事情を有していると取締

役会が合理的に判断した社外役員は、独立役員と認定されないものとする。 

 

3. 独立役員は、本基準に定める独立性を退任まで維持するように努め、本基準に定める独立性を有し

ないことになった場合には、直ちに当社へ通知するものとする。 

以 上 
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（注） 

1. 社外取締役とは、会社法第 2条 15 号に定める社外取締役をいう 

2. 社外監査役とは、会社法第 2 条 16 号に定める社外監査役をいう。なお、Ｈ28 年 6 月 29 日の株主総会に

て監査等委員会設置会社への移行の為の定款一部変更議案の上程を予定しているが、制定時点では、監査

役会設置会社の為、社外監査役も記載した 

3. 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員又は使用人をいう 

4. 当社グループを主要な取引先とする者とは、以下のいずれかに該当する者をいう 

（1） 当社グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ（直接の取引先が属する連結

グループに属する者とする。以下同じ。）であって、直前事業年度における当社グループへの当該取引

先グループの取引額が当該取引先グループの連結売上高もしくは総収入金額の 5％以上である者 

（2） 当社グループが負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当社グループの

当該取引先グループへの全負債額が当該取引先グループの連結総資産の 2％以上である者 

5. 当社グループの主要な取引先とは、以下のいずれかに該当する者をいう 

（1） 当社グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度における当

社グループの当該取引先グループへの取引額が当社グループの連結売上高の 5％以上である者 

（2） 当社グループに対して負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当社グル

ープへの当該取引先グループの全負債額が当社グループの連結総資産の 2％以上である者 

（3） 当社グループが借り入れをしている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属する

者をいう。）であって、直前事業年度末における当社グループの当該金融機関グループからの全借入額

が当社グループの連結総資産の 2％以上である者 

6. 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法

律専門家とは、当社グループから、役員報酬以外に過去 3年間の平均で年間 500 万円以上又はその者の売

上高若しくは総収入金額の 2％のいずれか高い方の額を超える財産上の利益を得ている者をいう 

7. 当社グループから多額の寄付を受けている者とは、当社グループから、過去 3年間の平均で年間 500 万円

又はその者の売上高若しくは総収入金額の2％のいずれか高い方の額を超える寄付を受け付けている者を

いう 

8. 近親者とは、配偶者又は二親等内の親族及び生計を一にする利害関係者をいう 
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